
８/2 

 ８

行 政 制 度 調 整 表 

専門部会 ３ 住民生活部会 分  類 ３ 老人保健事業  中条町担当 健康開発課 元気応援係 担当者名  

分 科 会 ８ 保健衛生 調整項目 ３ 健康教育  黒川村担当 住民課 保健衛生係 担当者名  
            

現     況 

記載事項 中 条 町 黒 川 村 
調 整 方 針 備  考 

 
基本健診事後指導

会 

 
（対象） 基本健診を受けた 72 歳以下の者（全員対象） 
（時期） 9 月 
（回数） 午後半日×4 日間 
（会場） ほっとＨＯＴ・中条 
（内容） 医師の講話、分科会 
 

 
（対象）69 歳以下で,要指導 b,要医療（治療中の有所見者は除く）の者 
（時期） 6 月 
（回数） 年３回 
（会場） 村民ホール、健康センター    
（内容） 健診結果について医師、栄養士、保健師による個別指導、 

尿再検者の検尿、糖代謝異常者全員に紹介状配布 等 

 
現行のとおりとする。 
合併後、３年以内に統一する。 

 
糖尿病予防教室 

 
（対象） 基本健診後、新規に糖尿病・境界型糖尿病と診断され、

医師より食事指導の指示があった者。 
 
（回数） 年１回（３回コース） 
（時期） 10～11 月 
（会場） ほっとＨＯＴ・中条 
（内容） 医師の講話、栄養士の栄養指導、運動指導、 

指示カロリーの昼食を試食、座談会 

 
（対象） 基本健診、人間ドック健診で空腹時血糖 110mg/dl 以上 
       （随時血糖 140mg/dl 以上）、または HbA1c5.5％以上の 
     者。（基本健診事後指導会時に教室の出欠をとる） 
（回数） 年１回（３回コース） 
（時期） 7 月 
（会場） 村民ホール 
（内容） 医師の講話、栄養士の栄養指導、運動指導、 

健康チェック 等 
 

 
現行のとおりとする。 
人間ドック健診の統一の方法によっ

て次のとおり対応する。 
 
1 案 人間ドック健診を実施した場合

黒川村の例による。 
 
2 案 人間ドック健診を実施しない場

合、中条町の例による。 
 
糖尿病予防教室修

了者の会 
（あやめ会） 
 

 
（対象）糖尿病予防教室を終了した者 
（回数）年１～２回 
（内容）健康講話、座談会等 

 
実施せず 

 
中条町の例による。 
 

 
大腸がん検診指導

会 

 
集団での説明会はなし。 
 
大腸がん検診時（胃がん検診と同時実施）、便採取の説明を個別で

実施。 

 
（対象）健康診査希望調査で検診の申し込みのあった者 40 歳以上の者 
（回数） ２２回 
（会場） ２２会場(各集落センター) 
（内容） 大腸がんとは 
     大腸がん予防について 
     大腸がん検診の実施方法 等 

 
現行のとおりとする。 
合併後、３年以内に統一する。 
 

 
個別健康教育 
（禁煙） 

 
（対象）基本健診の会場で、喫煙者に「喫煙評価質問票」を記入し

てもらい、すぐに禁煙する意志のある者に声をかけ、希望

した者。 
（内容）初日は、集団で実施。（スモーカライザー測定等） 
    その後は、電話等で個別対応。 

 
（対象） 基本健診の指導で喫煙に関するアンケートを実施し、個別健

康教育を希望した者。また、広報でも対象者を募集し、希望し

た者。 
（内容） 個別健康マニュアルのとおり 

 
両町村で差異がないため、現行のとお

りとする。 

 
個別健康教育 
（糖代謝） 

（対象）基本健診の結果で地区担当保健師が声をかけ、希望した者。
（内容）個別健康教育マニュアルのとおり 

 
実施せず 

乳がん自己検診法
健康教育 

（対象）集団の子宮がん検診を受ける者（子宮がん検診時に実施） 

（内容）乳がん自己検診法 

 
実施せず 
 
 
 

 
中条町の例による。 
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現     況 

記載事項 中 条 町 黒 川 村 
調 整 方 針 備  考 

両町村で差異がないため、現行のとお
りとする。 

 

 

 

 

 

 

財政への影響額 単位：千円 
 予算額 調整後見込額 影響額（増減） 

一般健康教育 （対象）一般住民、老人クラブ等 

（内容）※生活習慣病予防の講話 

※保健食講習会（調理実習、試食等） 

    ※歯科健康教育（歯科衛生士による講話、歯みがき指導） 

※運動教室（運動指導員、保健師による、軽体操、 

レク指導等） 

※医師の講話                等 

（会場）ほっとＨＯＴ・中条、集落の公会堂等 

（対象）一般住民、保健推進員、老人クラブ等 

（内容）※保健推進員を対象とした健康講話 

※生活習慣病予防の講話 

    ※運動教室（体育指導員等による、軽体操、レク指導等） 

            等 

 

 

（会場） 村民ホール、黒川村体育館、各集落センター等 

中条町 630 630 0 
黒川村 530 645 115 
計 1,160 1,160 115 関係法令等 

 
老人保健法 

 
老人保健法 

備考 平成１５年度当初予算ベース 
 


